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(57)【要約】
本発明は、患者監視システム、患者監視方法、及びコン
ピュータプログラムに関する。特に心肺能力を監視する
ための患者の監視を改善するために、患者監視システム
（１００）は、患者データを測定するための多数のセン
サ（１２）へ接続された患者ステーション（１０）を有
し、多数のセンサ（１２）は患者搬送手段及び／又は患
者の衣服に組み込まれており、患者ステーションは（１
０）測定された患者データを解析するよう構成され、且
つ、患者ステーション（１０）は測定された患者データ
に基づくフィードバック情報を知識ベースシステム（１
９）により患者へ提供するよう構成されることを提案さ
れる。本発明は、特に家庭の使用のために、ＣＨＦ監視
システムとして働くよう構成された患者監視システム（
１００）を提案する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者ステーションを有し、
　前記患者ステーションは、患者搬送手段及び／又は患者の衣服に組み込まれた、患者デ
ータを測定するための多数のセンサへ接続され、
　前記患者ステーションは、測定された患者データを解析するよう構成され、且つ
　前記患者ステーションは、前記測定された患者データに基づくフィードバック情報を知
識ベースシステムにより前記患者へ提供するよう構成される、患者監視システム。
【請求項２】
　前記多数のセンサは、
　前記患者の体重を測定するセンサ、及び／又は
　前記患者の心拍を測定するセンサ、及び／又は
　前記患者の肺活動を測定するセンサ、及び／又は
　前記患者の生体インピーダンスを測定するセンサ、及び／又は
　前記患者の心臓拍出量を測定するセンサ、及び／又は
　前記患者のＥＣＧ信号を測定するセンサ、及び／又は
　前記患者の位置を測定するセンサ、及び／又は
　前記患者の水分貯留を測定するセンサを有する、請求項１記載の患者監視システム。
【請求項３】
　前記患者ステーションと、前記多数のセンサのうちの少なくとも１つとの間のリンクは
無線リンクである、請求項１記載の患者監視システム。
【請求項４】
　前記フィードバック情報は、投薬の変更、及び／又は、ダイエット若しくはスポーツの
推奨、及び／又は、医療専門家との接触を求めるアドバイスを含む、請求項１記載の患者
監視システム。
【請求項５】
　前記患者ステーションは、直接の患者入力を受け取るよう構成され、前記患者が当該患
者ステーションと情報をやり取りすることを可能にする、請求項１記載の患者監視システ
ム。
【請求項６】
　前記患者ステーションは、測定プロセスを制御するよう構成される、請求項１記載の患
者監視システム。
【請求項７】
　前記患者ステーションは、外部装置及び／又は外部ネットワークへ接続可能である、請
求項１記載の患者監視システム。
【請求項８】
　前記患者ステーションへ直接的に又は間接的に接続可能な外部サーバ及び／又は外部Ｇ
Ｐ／病院ステーション及び／又は外部サービスステーションを更に有する、請求項７記載
の患者監視システム。
【請求項９】
　患者搬送手段及び／又は患者の衣服に組み込まれ、患者ステーションへ接続される多数
のセンサによって患者データを測定するステップと、
　前記患者ステーションによって、測定された患者データを解析するステップと、
　前記測定された患者データに基づくフィードバック情報を、知識ベースシステムを用い
る前記患者ステーションによって提供するステップとを有する患者監視方法。
【請求項１０】
　当該コンピュータプログラムがコンピュータで実行される場合に、
　患者搬送手段及び／又は患者の衣服に組み込まれ、患者ステーションへ接続される多数
のセンサによって測定された患者データを解析するコンピュータ命令を有し、
　前記測定された患者データに基づくフィードバック情報を、知識ベースシステムによっ
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て前記患者ステーションから前記患者へ提供するコンピュータ命令を有するコンピュータ
プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、患者監視システム、患者監視方法、及びコンピュータプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　心疾患（例えば、慢性心不全。）は、通常、患者が病院から退院した後でさえ、患者の
日々の生活に深刻な影響を与える。著しく低下した身体能力に加えて、患者は、患者を次
の深刻な事態から守り、且つ、身体の健康を最大限可能なレベルに維持するために、彼ら
の健康に有意に影響を及ぼす投薬を受ける。この点に関する大きな要因は、患者の身体内
の水分貯留の制御である。これは、利尿薬を適用することによって行われる。他の薬（例
えば、ＡＣＥ抑制剤、βブロッカー、ダイオキシン、抗凝血剤、・・・）は、心房細動又
は高血圧のような内在する又は付随する循環器系疾患の治療のために適用されても良い。
【０００３】
　更に、心疾患を持つ患者の関連するパラメータの監視が病院環境では標準である。例え
ば、ＵＳ２００４／０１１１０４５Ａ１は、単に患者が面に横たわることを可能にするこ
とによって患者が装置へ結合され得るように、例えばベッドのような面に設けられた少な
くとも２つの圧電センサを有するセンサ装置を用いて、例えば身体動作、身体位置、呼吸
数、及び／又は心拍などのパラメータの患者監視のための装置及び方法を示す。また、家
庭で心臓データ又は肺データを測定することが知られる。
【特許文献１】ＵＳ２００４／０１１１０４５Ａ１
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、特に心肺能力を監視するための患者の監視を改善することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的は、患者ステーションを有し、前記患者ステーションは、患者搬送手段及び／
又は患者の衣服に組み込まれた、患者データを測定するための多数のセンサへ接続され、
前記患者ステーションは、測定された患者データを解析するよう構成され、且つ、前記患
者ステーションは、前記測定された患者データに基づくフィードバック情報を知識ベース
システムにより前記患者へ提供するよう構成される患者監視システムによって、本発明に
従って達成される。
【０００６】
　本発明の目的は、また、患者搬送手段及び／又は患者の衣服に組み込まれ、患者ステー
ションへ接続される多数のセンサによって患者データを測定するステップと、前記患者ス
テーションによって、測定された患者データを解析するステップと、前記測定された患者
データに基づくフィードバック情報を、知識ベースシステムを用いる前記患者ステーショ
ンによって提供するステップとを有する患者監視方法によっても達成される。
【０００７】
　本発明の目的は、また、当該コンピュータプログラムがコンピュータで実行される場合
に、患者搬送手段及び／又は患者の衣服に組み込まれ、患者ステーションへ接続される多
数のセンサによって測定された患者データを解析するコンピュータ命令を有し、前記測定
された患者データに基づくフィードバック情報を、知識ベースシステムによって前記患者
ステーションから前記患者へ提供するコンピュータ命令を更に有するコンピュータプログ
ラムによっても達成される。従って、本発明に従う必要な技術的効果は、本発明に従うコ
ンピュータプログラムの命令を基に実現され得る。このようなコンピュータプログラムは
、例えばＣＤ－ＲＯＭのような媒体に記憶されても良く、あるいは、それは、インターネ
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ット又はその他コンピュータネットワークにより利用可能にされても良い。実行される前
に、当該コンピュータプログラムはコンピュータにロードされる。即ち、当該コンピュー
タプログラムは、例えばＣＤ－ＲＯＭプレーヤーによって媒体から、又はインターネット
から読み出され、コンピュータ内のメモリに格納される。コンピュータは、とりわけ、中
央演算処理ユニット（ＣＰＵ）、バスシステム、例えばＲＡＭ又はＲＯＭなどのメモリ手
段、例えばフロッピー（登録商標）ディスク又はハードディスクユニットなどの記憶手段
、及び入出力ユニットを有する。
【０００８】
　本発明の基本的な考えは、患者（例えば、患者の心肺能力。）の監視に加えて、更に、
測定された患者データに基づくフィードバック情報を知識ベースシステムによって患者へ
提供することによって患者の病気（例えば、心疾患）を管理することである。これに関連
して、本発明の他の利点は、入院中に患者が受けた治療の一部が彼らの家へ持ち込まれる
ことである。ＣＨＦ（うっ血性心不全）患者の場合に関連するパラメータの連続調査は、
再入院の大幅な削減及び患者死亡率の減少をもたらすことが、看護士による看護の研究か
ら知られる。同じ効果は本発明から期待される。言い換えると、本発明は、特に家庭での
使用に関し、ＣＨＦ管理システムとして働くよう構成される患者監視システムを提案する
。
【０００９】
　患者へ提供されるべき情報は、知識ベースシステムによって生成される。用語“知識ベ
ースシステム”は、特別の知識ベース（データベース）にクエリーを行うためのソフトウ
ェアプログラムについて記載する。このようなソフトウェアプログラムについて記載する
他の用語は“専門家システム”である。専門家システムは、課題を解決する際の助けとし
て人の専門的知識の知識ベースを使用する人工知能である。解決する課題の程度は、専門
家から得られたデータ及びルールの質に基づく。専門家システムは、ユーザと情報をやり
取りして、知識ベース内のルール及びデータを処理するソフトウェア、インターフェース
エンジンにより知識ベースを実行することによってその答えを導き出す。例えば、最適な
投薬は、最良の医療行為、調査の状態、及び規則が反映されるところの知識ベースシステ
ムによって計算される。望ましくは、知識ベースシステムは、患者ステーション内のコン
ピュータで実行されるコンピュータプログラムとして実施される。代替的に、知識ベース
システムは、患者ステーションが自立的に接続する遠隔システムとして実施される。
【００１０】
　本発明のかかる及び他の態様は、従属請求項で定義される以下の実施例を基に更に説明
される。
【００１１】
　患者の最適な看護のための、特に患者の心肺能力の監視の場合に、患者の体重及び心拍
の利用可能な再現性のある測定を有することは必須である。更に重要なパラメータは、肺
活動、生体インピーダンス、心臓拍出量、又は診断ＥＣＧなどである。
【００１２】
　本発明の好ましい実施例で、例えば、患者の体重を測定するセンサ、及び／又は患者の
心拍を測定するセンサ、及び／又は患者の肺活動を測定するセンサ、及び／又は患者の生
体インピーダンスを測定するセンサ、及び／又は患者の心臓拍出量を測定するセンサ、及
び／又は患者のＥＣＧ信号を測定するセンサ、及び／又は患者の位置を測定するセンサ、
及び／又は患者の水分貯留を測定するセンサなど、多種多様なセンサを使用することが提
案される。センサの種類は、患者の状態に関する所望の情報に依存して選択され得る。
【００１３】
　センサは、患者の衣服及び／又は搬送手段に組み込まれる。本発明に従う搬送手段は、
例えば、従来のベッド、病院用ベッド、カウチ、従来の椅子、歯科医用椅子、車いす、（
手術）台など、患者が休んだり、あるいは座ったりするための面又はその他装置として定
義される。
【００１４】
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　望ましくは、測定される患者データは、無線リンクを介してセンサから患者ステーショ
ンへ送られ、ケーブルを用いない、ベッドサイドでの多数のセンサの自由な配置を可能に
する。
【００１５】
　患者ステーションは、フィードバック情報を与えるよう構成され、該フィードバック情
報は、望ましくは、投薬の変更、及び／又は、ダイエット若しくはスポーツの推奨、及び
／又は、医療専門家との接触を求めるアドバイスを含む。
【００１６】
　本発明の他の実施例で、患者ステーションは、例えば、（ダイエット又は運動のような
）個人の健康管理プランに従う入力を与えることによって、必要に応じて、患者がシステ
ムと情報をやり取りし、且つ、システムを制御することを可能にする。この目的のために
、患者ステーションは、望ましくは、例えば、音声入力システム又は、例えばボタンの押
下やキーボードの使用などの手動入力システムを用いることによって、直接の患者入力を
受け取るよう構成される。このような相互作用が好ましくない場合、患者ステーション及
びベッドは、外部トリガー又は患者相互作用を伴わずに、自立的に作動するよう設計され
る。監視システムとの相互作用は、また、例えば、監視システムに対する入力信号を発生
させるベルト又はその他携帯機器などの患者装着型装置のような活動モニタにより実施さ
れても良い。
【００１７】
　望ましくは、患者ステーションは、例えば、測定の種類及び頻度を制御するために、測
定プロセスを制御するよう構成される。この目的のために、患者ステーションは、適切な
アルゴリズムにより前記測定された患者データを表示するよう構成される。
【００１８】
　本発明の更なる他の実施例で、患者ステーションは、例えば、より勝手の良い保守、デ
ータ記憶、及び、オンライン訪問その他の特徴を提供するよう、外部装置及び／又は外部
ネットワークへ接続可能である。望ましくは、患者データはサーバへ定期的に送られ、病
院及び／又はＧＰは、要求時に、又は、如何なる緊急事態においても、必要なデータを供
給される。患者へ与えられる投薬の如何なる変更又は他のフィードバックも、例えば法的
規制によって、要求に応じて、ＧＰ又はその他種類の適切な医療サービスを伴うオンライ
ン相談に含まれうる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　本発明の上記及び他の態様は、以下の実施例及び添付の図面を参照して、一例として、
以下で詳細に記載される。
【００２０】
　患者監視システム１００は、フロントエンド１１へ接続された患者ステーション１０を
有する。フロントエンド１１は、患者データを測定する多数のセンサ１２を有する。かか
る所望のパラメータは、ベッド及び／又は患者の衣服（寝間着）に組み込まれた様々なセ
ンサの組合せによって検出される。本発明に従って、多種多様なセンサ１２が使用される
。例えば、患者の体重を測定するセンサ（例えば、圧電性若しくは歪みゲージセンサ。）
及び／又は患者の心拍を測定するセンサ（例えば、適切な圧電性、生体インピーダンス、
若しくは誘導性センサ。）及び／又は患者の肺活動を測定するセンサ及び／又は（例えば
、静電容量検知によって）患者の生体インピーダンスを測定するセンサ及び／又は（例え
ば、誘導検知によって）患者の振動拍出量を測定するセンサ及び／又は（例えば、電極検
知によって若しくは容量検知によって）患者のＥＣＧ信号を測定するセンサ及び／又は患
者の位置若しくは活動を測定するセンサ（例えば、適切な圧電性、容量性、若しくは誘導
性センサ。）及び／又は患者の水分貯留を測定するセンサ（例えば、適切な生体インピー
ダンス若しくは誘導性センサ）及び／又は（例えば、容量検知によって）患者の呼吸若し
くは呼吸数を測定するセンサがある。全てのセンサ１２は、マットレス若しくはベッドシ
ート又はベッドの枠組みに組み込まれても、あるいはベッドに取り付けられても良い。代
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替的に、それらは患者の衣服に組み込まれても良い。スケールがまた、ベッドの支柱に組
み込まれても良い。
【００２１】
　望ましくは、テキスタイル（ｔｅｘｔｉｌｅ）センサが、マットレス又はベッドシート
への組み込みのために使用される。洗濯可能なテキスタイル又は泡沫基材がセンサに使用
され、８００×２０００ｍｍの標準的な面積を有する。更に、リード線、電子機器及びケ
ーブルが設けられる。２４／７使用に適した布センサが好まれる。
【００２２】
　ソフトセンサ及び／又はハードセンサが、測定を実行するために使用されても良い。標
準的なハードセンサは、ベッド支柱による重量測定に使用される歪みゲージパックである
。このようなセンサは、２０グラム刻みで且つ０．２％未満の再現精度により、通常５０
グラムから５００キログラムまでの重量測定を実行可能である。他のハードセンサは、誘
導測定のために、例えばベッドに組み込まれた、テキスタイルでないコイルである。
【００２３】
　様々な種類のセンサが使用される。例えば、誘導測定用のソフトセンサ及び圧電センサ
がある。例えばスリーピング・ガウンのような担体におけるテキスタイル・インダクタ（
コイル）は、誘導測定用のセンサとして使用される。インダクタは、送信器及び受信器と
して機能する。標準的な共振周波数は約１０メガヘルツである。電極構造は、例えば、呼
吸など、身体の位置及び移動の検知はもちろん、例えば、電気信号の容量性読み出しなど
、容量検知のために使用される。
【００２４】
　導電性の乾いたテキスタイル領域は、生体インピーダンス用のセンサとして使用される
。望ましくは、異なった電極の配列は、異なった測定位置を得るために使用される。身体
の変化する位置での測定は、直接の皮膚接触を提供するシート状担体にある電極により実
行される。
【００２５】
　他の導電性の乾いたテキスタイル領域はＥＣＧ電極として使用される。望ましくは、異
なった電極の配列は、異なった測定位置を得るために使用される。身体の変化する位置で
の測定は、直接の皮膚接触を提供するシート状担体にある電極により実行される。このよ
うなＥＣＧ電極配置の一例は、１の電極としての枕及び他の電極としての足領域であって
も良い。
【００２６】
　センサ配置の第１の例は、胸部の測定を実行するためにベッドシートに組み込まれた多
数のソフトＥＣＧ電極と、生体インピーダンス測定用のソフトセンサとを有する。同じ配
置は、場合によりより小さな接点を用いて、患者の脚の辺りで生体インピーダンス及びＥ
ＣＧ測定のために使用されても良い。最適な接点が“動的に”選択され得るように、（小
さな）接点のマトリクスが理想的である。また、より狭い脚領域で１つの大きなＥＣＧ接
点を有することも可能である。
【００２７】
　センサ配置の第２の例は、やはり、胸部の測定を実行するためにベッドシートに組み込
まれた多数のソフトＥＣＧ電極と、生体インピーダンス測定用のソフトセンサとを有する
。更に、患者は、シャツ及びズボンに組み込まれた接点を至るところに備えた寝間着を着
る。
【００２８】
　センサ配置の第３の例は、誘導測定を実行するためにマットレスに組み込まれたハード
の非接触センサを有する。
【００２９】
　センサ配置の第４の例は、カウンタ電極を有して又は有さずに容量測定を実行するセン
サを有する。センサは、テキスタイル構造体（例えば、ベッドシート。）の形をしたソフ
トセンサとして、あるいは、マットレス、ベッドの枠組み、又は、例えばスリーピングパ
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ッドのような媒介装置に組み込まれたハードセンサとして実現されても良い。当然、ソフ
トセンサ及びハードセンサは、測定状況に最も良く合うセンサ配置を得るために、如何な
る構造で組み合わされても良い。
【００３０】
　測定された患者データは、最初のステップで、センサ１２からベッドサイドの多チャン
ネル取得ユニット１３へ送られる。取得ユニット１３は、フロントヘッド１１の一部であ
る。フロントヘッド１１は、フロントエンドソフトウェアを実行するよう構成されたコン
ピュータ１４を有する。フロントエンドソフトウェアは、様々な主だった状態（状況）を
可能にするようにフロントエンド１１を制御する。“スリープ”状態で、フロントエンド
１１は、零電力消費のために停止される。“スタンバイ”状態で、フロントエンド１１は
、患者データや、例えば内部制御信号又はステータス信号などの他の信号を受信して、患
者ステーション１０へ送信する用意がある。“測定準備”状態で、フロントエンド１１は
いつでも測定可能な状態にあり、“測定”状態で、フロントエンド１１は検知データを測
定している。“データ送信”状態で、フロントエンド１１は、患者ステーション１０へデ
ータを送信する。患者ステーション１０では、データが蓄えられる。更に“好ましくない
信号の検出”のアルゴリズムは、測定された信号品質を試験するためにフロントエンドソ
フトウェアで実施される。データをかんがみて、それは、データへ“優良”／“不良”ラ
ベルを割り当てる。データが“不良”として分類されるならば、それは廃棄されるべきで
あり、新たな測定が行われるべきである。
【００３１】
　センサ１２から取得ユニット１３へ及びフロントエンド１１から患者ステーション１０
へのデータ転送は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）技術及びＴＣＰ／ＩＰデータ転送プ
ロトコルを用いる無線データ通信リンク１５を介して行われる。望ましくは、リンク１５
は、１０メートルまでの範囲内で双方向通信を可能にする。従って、フロントエンド１１
及び患者ステーション１０は両方とも、上述されたようなデータ転送を実行するよう構成
された通信インターフェース１６を有する。代替的に、データ通信リンクは、例えばＵＳ
Ｂ接続により、有線として（部分的に）実施されても良い。
【００３２】
　上述されたような全ての監視手順の間、エラー処理手順が挿入される。この手順では、
全てのエラー処理ステップが記録される。概して、ステップが上手く実行され得ない場合
、数回の反復試行が実行される。エラーが修正され得ないならば、患者及び／又はＧＰ及
び／又は病院は（例えば、患者ステーション１０及び／又はサーバのモニタ上のウィンド
ウを介して）通知される。
【００３３】
　患者ステーション１０のオペレータは、患者自身又は介護人、例えば配偶者若しくは看
護士であっても良い。この人は、簡単のために、以下では患者と称される。患者ステーシ
ョン１０は、患者と患者監視システム１００との間のインターフェースである。また、そ
れは、患者が医療専門家と情報をやり取りする場合にも使用され得る。
【００３４】
　最初の測定手順は以下の通りである。患者がベッドにいない場合、“スリープ”状態が
アクティブにされる。測定手順は、患者がベッドに入る場合に始まる。最初に、患者の体
重が測定される。測定されたデータは、患者ステーション１０によって（例えば、患者ス
テーションのコンピュータ１７で実行される適切なコンピュータプログラムによって）前
回の体重測定と比較される。患者が認識される場合、患者の位置が適切なセンサ１２によ
って検出される。患者の位置に依存して、測定シーケンスは開始される、あるいは開始さ
れない。最後に、音響的フィードバックが患者に与えられる。フィードバックは、眠る前
に患者の位置を最適化するための、患者に対する命令を含む。眠っている間、関連するパ
ラメータが測定されて、患者ステーション１０へ送られる。
【００３５】
　言い換えると、患者ステーション１０は、関連するデータを自動的に記録するよう構成
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される。患者ステーション１０は、ベッドに入る患者（トリガ状態）を検出し、データを
記録し、患者がデータを見ることを可能にする。患者は、また、関連するパラメータ（例
えば、栄養摂取。）を管理することを認められる。患者ステーション１０は測定手順全体
を制御する。更に、患者ステーション１０は、患者、ＧＰ又は病院に注意を喚起するよう
自動警告手順を制御する。ＧＰ又は病院への及びサーバステーションへのデータ転送は、
望まれる場合には、患者ステーション１０で自動的に実行される。患者ステーション１０
は、患者へ直接的に投薬アドバイスを与え、それら及びその承認を患者からサーバ及びＧ
Ｐへ報告するよう構成される。患者ステーション／フロントエンド・エレクトロニクス／
ベッドセンサを有するシステムは、（破線によって示される）必要とされる患者、ＧＰ又
は病院からの相互作用を伴わずに自動的に作動する。これら全ての機能を実施するよう、
患者ステーション１０は、コンピュータ１７と、コンピュータ１７で実行されるよう構成
された適切なコンピュータプログラムとを有する。
【００３６】
　患者ステーション１０は、ＰＣ型装置、ラップトップ、ＰＤＡ、（セットトップボック
スを含む）テレビ受像機などであっても良く、受け取った測定データを記憶するよう構成
されたデータ記憶モジュール１８を有する。更に、患者ステーション１０は、適切な電子
部品（増幅器、フィルタ、マルチプレクサなど。）を有する。患者ステーション１０は、
測定された患者データを解析する解析モジュールを更に有する。コンピュータ１７は、本
実施形態で解析モジュールとして作動するよう構成される。コンピュータ１７は、患者デ
ータを解析する適切なコンピュータプログラムを実行するよう構成される。測定された患
者データの解析及び／又は測定手順の制御及び／又は投薬アドバイス若しくは患者に対す
るアドバイスの発生は患者ステーション１０によって実行される。患者ステーション１０
は、これのために知識ベースシステム１９を使用する。知識ベースシステム１９は知識ベ
ース（図示せず。）を使用する。知識ベースでは、正常範囲が、ＧＰ若しくは病院によっ
て提供される各患者に関して、一般的に又は個々に、全ての関連するパラメータを設定さ
れる（例えば、安静時の脈拍数は７０～９０ｂｐｍである。）。欧州心臓学会によって定
義される標準値がこの目的のために使用されても良い。監視システム１００が正常範囲外
の値を測定するならば、フィードバックが患者へ提供され、且つ／あるいは、ＧＰ又は病
院は通知される。例えば投薬に関するフィードバックの内容は、知識ベースシステム１９
によって提供される。
【００３７】
　患者ステーション１０は、測定された患者データに基づくフィードバック情報を患者へ
与えるよう構成される。更に、患者ステーション１０は、必要に応じて、患者がシステム
１００と情報をやり取りし、且つ／あるいは、システム１００を制御することを可能にす
る。患者ユーザインターフェース２０は、この目的のために設けられる。患者ユーザイン
ターフェース２０は、タッチスクリーン及び／又はＰＤＡ及び／又はラップトップ及び／
又はパーソナルコンピュータ及び／又はテレビ受像機を有する。更に、患者ユーザインタ
ーフェース２０は、例えばスピーカやモニタなどによって、患者へフィードバックを与え
るよう構成される。
【００３８】
　患者ステーション１０は、以下の種類のユーザメッセージを提供するように構成される
。ユーザメッセージには、最適な測定位置に関する暗示、投薬アドバイス、投薬の注意喚
起、ＧＰと連絡を取る助言、警告信号、較正手順のガイダンス、ユーザ／ＧＰ入力の要求
がある。
【００３９】
　患者ステーション１０は、（標準的な測定ルーチンから離れた）以下の（一部随意の）
ユーザ入力を受け入れるよう構成される。ユーザ入力には、較正の間の入力、（確認を伴
う）投薬の変更、一定間隔で記入される質問から生ずる入力（自己評価）、ＧＰ／病院か
らの入力がある。
【００４０】
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　患者ステーション１０は、サーバ２１と、ＧＰ／病院ステーション２２と、サービスス
テーション２３（技術又は保守ステーション）とを有する外部ネットワークへ接続可能で
ある。患者ステーション１０からサーバ２１及びＧＰ／病院ステーション２２へのデータ
転送は、ＧＳＭシステム（携帯電話）を用いた通信リンク２４を介して行われる。外部装
置２１、２２、２３は、イーサネット（登録商標）通信リンク２５を用いた（コンピュー
タ）ネットワークにより互いへ接続される。即ち、外部装置間のデータ転送は、ＴＣＰ／
ＩＰデータ転送プロトコルに基づく。患者ステーション１０、サーバ２１、及びＧＰ／病
院ステーション２２は夫々、この目的のためにＧＳＭ通信リンク２６を有する。更に、サ
ーバ２１、ＧＰ／病院ステーション２２、及びサービスステーション２３は夫々、イーサ
ネット（登録商標）通信インターフェース２７を有する。
【００４１】
　患者ステーション１０とサーバ２１との間の通信は、異なったプロトコル、即ち、“定
期データ転送”、“保守データ転送”及び“警告”を有する。日々行われる定期データ転
送の間、測定データは、サーバデータベース２８への記憶及びバックアップのためにサー
バ２１へ送られる。データは、診断及び／又は評価及び／又はフィードバックのために手
動でトリガーされる場合に、ＧＰ／病院ステーション２２から及び患者ステーション１０
からアクセスされ得る。望ましくは技術者によってトリガーされる保守データ転送の間、
測定手順及び警告トリガー値の変更は、主にソフトウェア更新の場合に、適用される。測
定された患者データの１又はそれ以上が所定の限界値を超える場合に患者ステーションソ
フトウェアによって自動的にトリガーされる警告の間、測定データは、警告の原因と共に
サーバへ送られる。ＧＰ及び／又は病院による警告確認は、また、サーバ２１に記憶され
る。エラーは、上述されたように処理される。
【００４２】
　患者ステーション１０とＧＰ／病院ステーション２２との間の通信は、異なったプロト
コル、即ち、“診察”、“情報”及び“警告”を有する。ＧＰ及び／又は患者によってト
リガーされる診察プロトコルで、双方がサーバデータベース２８にログインする。患者及
び医師は同じデスクトップを見て、（ハンズフリー）電話によって会話する。自動的にト
リガーされる情報プロトコルで、投薬の推奨変更に関する情報がＧＰへ与えられる。確認
は、情報が患者へ送信される前に、ＧＰによって与えられる。この目的のために、ＧＰ／
病院ステーション２２はユーザインターフェース２９を有する。自動的にトリガーされる
警告プロトコルで、測定データ及び警告の原因がサーバ２１及びＧＰステーション２２へ
送られる。ＧＰ／病院ステーション２２による確認は、また、サーバ２１に記憶される。
エラーは、先と同じく、上述されたように処理される。
【００４３】
　全ての患者データはサーバ２１へ送られる。サーバ２１は、ＧＰ／病院ステーション２
２を介して患者データにアクセスし、それを示し、且つ編集するよう、更に、患者ステー
ション１０でデータを示すよう、ウェブベースのインターフェースを提供する。更なるサ
ービスステーション２３は、システム保守及びデータダウンロードを可能にするが、患者
に関するデータの変更を認めない。
【００４４】
　サーバ２１は、以下の機能、即ち、データ管理、データファイリング、制御データアク
セス、バイナリデータ記憶、及びバックアップを提供する。更に、サーバ２１は、患者デ
ータベース２８と、患者データベース２８へのＧＰアクセスのためのウェブインターフェ
ース又はクライアントサーバアプリケーションとを設けることによって、患者管理システ
ムを提供する。更に、患者データの変更が記録される。サーバ２１は、また、自動呼び出
し対応を提供する。即ち、サーバ２１は、同時に入来する呼び出しを処理し、患者ステー
ション１０との自動データ交換を可能にする。
【００４５】
　患者データ及び測定データは、データベース２８に記憶される。データベース２８への
アクセスは、患者ステーション１０及びＧＰ／病院ステーション２２が利用できるように
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される。データベース２８及びデータベースソフトウェアは、１つのＧＰのみが任意の時
点で特定の患者を処理することが保証されるように構成されており、従って、医師の複数
診察及び余分の労働を回避する。また、患者データへの全てのアクセスが記憶され得るこ
と及び、データ又は分析が誤って削除され得ないことが保証される。
【００４６】
　サーバ２１上のデータ及び、特にデータベース２８内の患者データは、データ損失に対
して保護される。毎日のバックアップ及び物理的に余剰なデータ記憶が必須である。更に
、データベース２８は、並列ＲＡＩＤシステムに保持され、従って、データ損失の危険性
及びハードディスクドライブ不具合による休止時間を最小限とする。データベース２８の
バックアップは、毎夜一定時点に行われる。データは、少なくとも２４時間は患者ステー
ション１０に記憶され、損失したデータの起こり得る再ロードを可能にする。
【００４７】
　ファイアウォールは、ハッカーの攻撃に対してデータベース２８を保護するためにイン
ストールされる。即ち、アクセスは、患者ステーション１０とＧＰステーション２２との
通信のために必要なポートを介してしか認められない。更に、接続は、認められた電話番
号のリストに存在する電話番号（即ち、患者ステーション１０及びＧＰステーション２２
の電話番号）を有する装置へしか認められない。これは、可能ならば、適切な内部電気通
信構造によって達成される。アクセスを認める前に（ＣＬＩＰを介して）入来する呼び出
し電話番号の手動確認は、起こり得るエラーを導入する標準的なデータ転送プロトコルの
変更を必要としうる。患者に関するデータを保護するために、更なる測定は、高水準のデ
ータインテグリティ、データセキュリティ、及びデータ保護を提供するために行われる。
【００４８】
　エラー警告は、患者監視システム１００の動作中に起こるエラーを処理するために提供
される。問題が生ずる場合に、適切な人々が、例えば、ＳＭＳ、電子メール、又は電話呼
び出しによって通知される。ＳＭＳ又は電子メールの即時送付が保証され得ない場合、責
任ある人は、深刻な問題の場合に電話によって通知されるべきである。エラー警告を保証
する起こり得るトリガー状態は、患者ステーション１０がデータを測定しなかった状態（
これは、患者ステーション１０がこの情報を渡すようサーバとコンタクトを取ったかどう
かを判断された。）、患者ステーション１０はデータを測定したが、データ転送に失敗し
た状態、患者ステーション１０はデータを測定しようと試みたが、失敗であった状態、患
者へのコンタクトが不可能である状態（これは、全ての患者からの記録をデータベースを
介して送り、確認することによって判断された。）、サーバハードウェアの不具合、デー
タベースのバックアップが不可能である状態、サーバ２１がクラッシュした状態、又はハ
ードディスク不具合である。更に、独立した処理は、サーバ２１がダウンしている場合を
検出するよう定期的にサーバ２１にネットワークの接続を確認するよう、患者ステーショ
ン１０で実行される。
【００４９】
　ＧＰ／病院ステーション２２は以下の機能を提供する。即ち、ＧＰステーションは、評
価のためにサーバ２１に記憶された患者データへのアクセスを可能にする。患者データは
、ＧＰステーション２２を介してしか入力／変更され得ない。警報又は警告の場合に、Ｇ
Ｐ及び患者は、サーバ２１へ接続するよう促される。ＧＰ／病院ステーション２２は、例
えばＰＣ又はラップトップといった、ＧＰユーザインターフェース２９を有する。新しい
患者が加えられるべき場合、新しいデータベース入力はＧＰユーザインターフェース２９
を介して発生しうる。以下のデータ、即ち、警報及び警告の通知、投薬状況の変更通知、
投薬状況の提示、患者データの閲覧／編集、自動診断の承認／拒絶は、ＧＰ／病院ステー
ション２２で照合され得る。
【００５０】
　サービスステーション２３は、データベース管理のために並びにソフトウェア及び手順
管理のために使用される。サービスステーション２３は、以下の機能、即ち、データベー
ス管理タスク、患者データベース照合（例えば、統計値の発生）、サーバ機能確認、（Ｇ
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Ｐ／病院ステーション２２への）ソフトウェアの配布を提供する。例えばＰＣ又はラップ
トップの形をとる技術者ユーザインターフェース３０を用いて、以下の動作、即ち、デー
タベースでの全ての匿名入力へのアクセス読み出し（即ち、個人データへのアクセスなし
。）、ソフトウェア管理、及びデータベース管理が実行され得る。
【００５１】
　全てのコンピュータは、ＰＣ型コンピュータとして実施されても良い。しかし、望まし
くは、それらは、小さな、患者に関連する又はベッドに関連する装置に収まるために、小
型のマイクロプロセッサ若しくはマイクロコントローラ、又は、適切な作動環境にある同
様の装置として実施される。
【００５２】
　当業者には明らかなように、本発明は、前出の実施例の詳細に限定されず、本発明は、
その精神又は本質的な特性から逸脱することなく他の特定の形態で具体化され得る。従っ
て、本実施形態は、限定としてではなく、全て例示として考えられるべきであり、本発明
の適用範囲は、先の記載よりもむしろ、添付の特許請求の範囲によって示唆され、従って
、特許請求の範囲の意義及び均等の範囲の中に含まれる全ての変更は、その中に包含され
るよう意図される。更に、語「有する」は他の要素又はステップを除外しているわけでは
なく、語「１つの」は複数個を除外しているわけではなく、例えばコンピュータシステム
又は他のユニットのような単一の要素は、特許請求の範囲に挙げられた幾つかの手段の機
能を果たしても良いことが明らかである。特許請求の範囲における如何なる参照符号も、
関連する請求項を限定するよう解釈されるべきではない。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本発明に従う患者監視システムを示す概略のブロック図である。

【図１】
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【手続補正書】
【提出日】平成19年10月23日(2007.10.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者ステーションを有し、
　前記患者ステーションは、ベッドに組み込まれた、患者の心肺能力に関連する患者デー
タを測定するための多数のセンサへ接続され、
　前記患者ステーションは、測定された患者データを解析するよう構成され、且つ
　前記患者ステーションは、前記測定された患者データに基づくフィードバック情報を専
門家システムにより前記患者へ提供するよう構成される、うっ血性心不全管理システム。
【請求項２】
　前記多数のセンサは、
　前記患者の体重を測定するセンサ、及び／又は
　前記患者の心拍を測定するセンサ、及び／又は
　前記患者の肺活動を測定するセンサ、及び／又は
　前記患者の生体インピーダンスを測定するセンサ、及び／又は
　前記患者の心臓拍出量を測定するセンサ、及び／又は
　前記患者のＥＣＧ信号を測定するセンサ、及び／又は
　前記患者の位置を測定するセンサ、及び／又は
　前記患者の水分貯留を測定するセンサを有する、請求項１記載のうっ血性心不全管理シ
ステム。
【請求項３】
　前記患者ステーションと、前記多数のセンサのうちの少なくとも１つとの間のリンクは
無線リンクである、請求項１記載のうっ血性心不全管理システム。
【請求項４】
　前記フィードバック情報は、投薬の変更、及び／又は、ダイエット若しくはスポーツの
推奨、及び／又は、医療専門家との接触を求めるアドバイスを含む、請求項１記載のうっ
血性心不全管理システム。
【請求項５】
　前記患者ステーションは、直接の患者入力を受け取るよう構成され、前記患者が当該患
者ステーションと情報をやり取りすることを可能にする、請求項１記載のうっ血性心不全
管理システム。
【請求項６】
　前記患者ステーションは、測定プロセスを制御するよう構成される、請求項１記載のう
っ血性心不全管理システム。
【請求項７】
　前記患者ステーションは、外部装置及び／又は外部ネットワークへ接続可能である、請
求項１記載のうっ血性心不全管理システム。
【請求項８】
　前記患者ステーションへ直接的に又は間接的に接続可能な外部サーバ及び／又は外部Ｇ
Ｐ／病院ステーション及び／又は外部サービスステーションを更に有する、請求項７記載
のうっ血性心不全管理システム。
【請求項９】
　ベッドに組み込まれ、患者ステーションへ接続される多数のセンサによって、患者の心
肺能力に関連する患者データを測定するステップと、
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　前記患者ステーションによって、測定された患者データを解析するステップと、
　前記測定された患者データに基づくフィードバック情報を、専門家システムを用いる前
記患者ステーションによって提供するステップとを有する、患者のうっ血性心不全を管理
する方法。
【請求項１０】
　当該コンピュータプログラムがコンピュータで実行される場合に、
　ベッドに組み込まれ、患者ステーションへ接続される多数のセンサによって測定される
、
患者の心肺能力に関連する患者データを解析するコンピュータ命令を有し、
　前記測定された患者データに基づくフィードバック情報を、専門家システムによって前
記患者ステーションから前記患者へ提供するコンピュータ命令を有するコンピュータプロ
グラム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、うっ血性心不全管理システム、患者のうっ血性心不全を管理する方法、及び
コンピュータプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　心疾患（例えば、慢性心不全。）は、通常、患者が病院から退院した後でさえ、患者の
日々の生活に深刻な影響を与える。著しく低下した身体能力に加えて、患者は、患者を次
の深刻な事態から守り、且つ、身体の健康を最大限可能なレベルに維持するために、彼ら
の健康に有意に影響を及ぼす投薬を受ける。この点に関する大きな要因は、患者の身体内
の水分貯留の制御である。これは、利尿薬を適用することによって行われる。他の薬（例
えば、ＡＣＥ抑制剤、βブロッカー、ダイオキシン、抗凝血剤、・・・）は、心房細動又
は高血圧のような内在する又は付随する循環器系疾患の治療のために適用されても良い。
【０００３】
　更に、心疾患を持つ患者の関連するパラメータの監視が病院環境では標準である。例え
ば、ＵＳ２００４／０１１１０４５Ａ１は、単に患者が面に横たわることを可能にするこ
とによって患者が装置へ結合され得るように、例えばベッドのような面に設けられた少な
くとも２つの圧電センサを有するセンサ装置を用いて、例えば身体動作、身体位置、呼吸
数、及び／又は心拍などのパラメータの患者監視のための装置及び方法を示す。また、家
庭で心臓データ又は肺データを測定することが知られる。
【０００４】
　特許文献ＷＯ０２／０６０３８０Ａ２で、骨密度を監視するためのシステムが記載され
る。骨密度を測定した後、フィードバックは、食事に関する勧告の形でユーザへ与えられ
る。
【０００５】
　特許文献ＷＯ０１／７８５７７Ａ２で、生理的徴候の移動モニタリングのためのシステ
ムが記載される。フィードバック情報は、ユーザへ提供され、例えば、モニタリングされ
たデータの意義に関連付けられたバイタルサイン情報又はメッセージに関するメッセージ
を含みうる。
【０００６】
　特許文献ＵＳ２００２／０１０７４３３Ａ１は、個人のフィットネストレーナー及び双
方向テレビを用いる健康管理システムを開示する。
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【０００７】
　特許文献ＵＳ２００３／０２０８１１３３Ａ１は、所定の限界の間に血糖レベルを保つ
よう個人を手伝うためのシステムを開示する。この目的のために、システムは、血糖レベ
ルを監視する手段と、不適切な血糖レベルの場合に個人に通知するよう構成されたフィー
ドバック手段とを提供する。
【特許文献１】ＵＳ２００４／０１１１０４５Ａ１
【特許文献２】ＷＯ０２／０６０３８０Ａ２
【特許文献３】ＷＯ０１／７８５７７Ａ２
【特許文献４】ＵＳ２００２／０１０７４３３Ａ１
【特許文献５】ＵＳ２００３／０２０８１１３３Ａ１
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、特に心肺能力を監視するための患者の監視を改善することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的は、患者ステーションを有し、前記患者ステーションは、ベッドに組み込まれ
た、患者の心肺能力に関する患者データを測定するための多数のセンサへ接続され、前記
患者ステーションは、測定された患者データを解析するよう構成され、且つ、前記患者ス
テーションは、前記測定された患者データに基づくフィードバック情報を専門家システム
により前記患者へ提供するよう構成されるうっ血性心不全管理システムによって、本発明
に従って達成される。
【００１０】
　本発明の目的は、また、ベッドに組み込まれ、患者ステーションへ接続される多数のセ
ンサによって、患者の心肺能力に関する患者データを測定するステップと、前記患者ステ
ーションによって、測定された患者データを解析するステップと、前記測定された患者デ
ータに基づくフィードバック情報を、専門家システムを用いる前記患者ステーションによ
って提供するステップとを有する、患者のうっ血性心不全を管理する方法によっても達成
される。
【００１１】
　本発明の目的は、また、当該コンピュータプログラムがコンピュータで実行される場合
に、ベッドに組み込まれ、患者ステーションへ接続される多数のセンサによって測定され
、患者の心肺能力に関する患者データを解析するコンピュータ命令を有し、前記測定され
た患者データに基づくフィードバック情報を、専門家システムによって前記患者ステーシ
ョンから前記患者へ提供するコンピュータ命令を更に有するコンピュータプログラムによ
っても達成される。従って、本発明に従う必要な技術的効果は、本発明に従うコンピュー
タプログラムの命令を基に実現され得る。このようなコンピュータプログラムは、例えば
ＣＤ－ＲＯＭのような媒体に記憶されても良く、あるいは、それは、インターネット又は
その他コンピュータネットワークにより利用可能にされても良い。実行される前に、当該
コンピュータプログラムはコンピュータにロードされる。即ち、当該コンピュータプログ
ラムは、例えばＣＤ－ＲＯＭプレーヤーによって媒体から、又はインターネットから読み
出され、コンピュータ内のメモリに格納される。コンピュータは、とりわけ、中央演算処
理ユニット（ＣＰＵ）、バスシステム、例えばＲＡＭ又はＲＯＭなどのメモリ手段、例え
ばフロッピー（登録商標）ディスク又はハードディスクユニットなどの記憶手段、及び入
出力ユニットを有する。
【００１２】
　本発明の基本的な考えは、患者（例えば、患者の心肺能力。）の監視に加えて、更に、
測定された患者データに基づくフィードバック情報を知識ベースシステムによって患者へ
提供することによって患者の病気（例えば、心疾患）を管理することである。これに関連
して、本発明の他の利点は、入院中に患者が受けた治療の一部が彼らの家へ持ち込まれる
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ことである。ＣＨＦ（うっ血性心不全）患者の場合に関連するパラメータの連続調査は、
再入院の大幅な削減及び患者死亡率の減少をもたらすことが、看護士による看護の研究か
ら知られる。同じ効果は本発明から期待される。言い換えると、本発明は、特に家庭での
使用に関し、ＣＨＦ管理システムとして働くよう構成される患者監視システムを提案する
。
【００１３】
　患者へ提供されるべき情報は、知識ベースシステムによって生成される。用語“知識ベ
ースシステム”は、特別の知識ベース（データベース）にクエリーを行うためのソフトウ
ェアプログラムについて記載する。このようなソフトウェアプログラムについて記載する
他の用語は“専門家システム”である。専門家システムは、課題を解決する際の助けとし
て人の専門的知識の知識ベースを使用する人工知能である。解決する課題の程度は、専門
家から得られたデータ及びルールの質に基づく。専門家システムは、ユーザと情報をやり
取りして、知識ベース内のルール及びデータを処理するソフトウェア、インターフェース
エンジンにより知識ベースを実行することによってその答えを導き出す。例えば、最適な
投薬は、最良の医療行為、調査の状態、及び規則が反映されるところの知識ベースシステ
ムによって計算される。望ましくは、知識ベースシステムは、患者ステーション内のコン
ピュータで実行されるコンピュータプログラムとして実施される。代替的に、知識ベース
システムは、患者ステーションが自立的に接続する遠隔システムとして実施される。
【００１４】
　本発明のかかる及び他の態様は、従属請求項で定義される以下の実施例を基に更に説明
される。
【００１５】
　患者の最適な看護のための、特に患者の心肺能力の監視の場合に、患者の体重及び心拍
の利用可能な再現性のある測定を有することは必須である。更に重要なパラメータは、肺
活動、生体インピーダンス、心臓拍出量、又は診断ＥＣＧなどである。
【００１６】
　本発明の好ましい実施例で、例えば、患者の体重を測定するセンサ、及び／又は患者の
心拍を測定するセンサ、及び／又は患者の肺活動を測定するセンサ、及び／又は患者の生
体インピーダンスを測定するセンサ、及び／又は患者の心臓拍出量を測定するセンサ、及
び／又は患者のＥＣＧ信号を測定するセンサ、及び／又は患者の位置を測定するセンサ、
及び／又は患者の水分貯留を測定するセンサなど、多種多様なセンサを使用することが提
案される。センサの種類は、患者の状態に関する所望の情報に依存して選択され得る。
【００１７】
　センサは、例えば、従来のベッド、病院用ベッド、カウチなどのベッドに組み込まれる
。
【００１８】
　望ましくは、測定される患者データは、無線リンクを介してセンサから患者ステーショ
ンへ送られ、ケーブルを用いない、ベッドサイドでの多数のセンサの自由な配置を可能に
する。
【００１９】
　患者ステーションは、フィードバック情報を与えるよう構成され、該フィードバック情
報は、望ましくは、投薬の変更、及び／又は、ダイエット若しくはスポーツの推奨、及び
／又は、医療専門家との接触を求めるアドバイスを含む。
【００２０】
　本発明の他の実施例で、患者ステーションは、例えば、（ダイエット又は運動のような
）個人の健康管理プランに従う入力を与えることによって、必要に応じて、患者がシステ
ムと情報をやり取りし、且つ、システムを制御することを可能にする。この目的のために
、患者ステーションは、望ましくは、例えば、音声入力システム又は、例えばボタンの押
下やキーボードの使用などの手動入力システムを用いることによって、直接の患者入力を
受け取るよう構成される。このような相互作用が好ましくない場合、患者ステーション及
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びベッドは、外部トリガー又は患者相互作用を伴わずに、自立的に作動するよう設計され
る。監視システムとの相互作用は、また、例えば、監視システムに対する入力信号を発生
させるベルト又はその他携帯機器などの患者装着型装置のような活動モニタにより実施さ
れても良い。
【００２１】
　望ましくは、患者ステーションは、例えば、測定の種類及び頻度を制御するために、測
定プロセスを制御するよう構成される。この目的のために、患者ステーションは、適切な
アルゴリズムにより前記測定された患者データを表示するよう構成される。
【００２２】
　本発明の更なる他の実施例で、患者ステーションは、例えば、より勝手の良い保守、デ
ータ記憶、及び、オンライン訪問その他の特徴を提供するよう、外部装置及び／又は外部
ネットワークへ接続可能である。望ましくは、患者データはサーバへ定期的に送られ、病
院及び／又はＧＰは、要求時に、又は、如何なる緊急事態においても、必要なデータを供
給される。患者へ与えられる投薬の如何なる変更又は他のフィードバックも、例えば法的
規制によって、要求に応じて、ＧＰ又はその他種類の適切な医療サービスを伴うオンライ
ン相談に含まれうる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　本発明の上記及び他の態様は、以下の実施例及び添付の図面を参照して、一例として、
以下で詳細に記載される。
【００２４】
　患者監視システム１００は、フロントエンド１１へ接続された患者ステーション１０を
有する。フロントエンド１１は、患者データを測定する多数のセンサ１２を有する。かか
る所望のパラメータは、ベッド及び／又は患者の衣服（寝間着）に組み込まれた様々なセ
ンサの組合せによって検出される。本発明に従って、多種多様なセンサ１２が使用される
。例えば、患者の体重を測定するセンサ（例えば、圧電性若しくは歪みゲージセンサ。）
及び／又は患者の心拍を測定するセンサ（例えば、適切な圧電性、生体インピーダンス、
若しくは誘導性センサ。）及び／又は患者の肺活動を測定するセンサ及び／又は（例えば
、静電容量検知によって）患者の生体インピーダンスを測定するセンサ及び／又は（例え
ば、誘導検知によって）患者の振動拍出量を測定するセンサ及び／又は（例えば、電極検
知によって若しくは容量検知によって）患者のＥＣＧ信号を測定するセンサ及び／又は患
者の位置若しくは活動を測定するセンサ（例えば、適切な圧電性、容量性、若しくは誘導
性センサ。）及び／又は患者の水分貯留を測定するセンサ（例えば、適切な生体インピー
ダンス若しくは誘導性センサ）及び／又は（例えば、容量検知によって）患者の呼吸若し
くは呼吸数を測定するセンサがある。全てのセンサ１２は、マットレス若しくはベッドシ
ート又はベッドの枠組みに組み込まれても、あるいはベッドに取り付けられても良い。代
替的に、それらは患者の衣服に組み込まれても良い。スケールがまた、ベッドの支柱に組
み込まれても良い。
【００２５】
　望ましくは、テキスタイル（ｔｅｘｔｉｌｅ）センサが、マットレス又はベッドシート
への組み込みのために使用される。洗濯可能なテキスタイル又は泡沫基材がセンサに使用
され、８００×２０００ｍｍの標準的な面積を有する。更に、リード線、電子機器及びケ
ーブルが設けられる。２４／７使用に適した布センサが好まれる。
【００２６】
　ソフトセンサ及び／又はハードセンサが、測定を実行するために使用されても良い。標
準的なハードセンサは、ベッド支柱による重量測定に使用される歪みゲージパックである
。このようなセンサは、２０グラム刻みで且つ０．２％未満の再現精度により、通常５０
グラムから５００キログラムまでの重量測定を実行可能である。他のハードセンサは、誘
導測定のために、例えばベッドに組み込まれた、テキスタイルでないコイルである。
【００２７】
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　様々な種類のセンサが使用される。例えば、誘導測定用のソフトセンサ及び圧電センサ
がある。例えばスリーピング・ガウンのような担体におけるテキスタイル・インダクタ（
コイル）は、誘導測定用のセンサとして使用される。インダクタは、送信器及び受信器と
して機能する。標準的な共振周波数は約１０メガヘルツである。電極構造は、例えば、呼
吸など、身体の位置及び移動の検知はもちろん、例えば、電気信号の容量性読み出しなど
、容量検知のために使用される。
【００２８】
　導電性の乾いたテキスタイル領域は、生体インピーダンス用のセンサとして使用される
。望ましくは、異なった電極の配列は、異なった測定位置を得るために使用される。身体
の変化する位置での測定は、直接の皮膚接触を提供するシート状担体にある電極により実
行される。
【００２９】
　他の導電性の乾いたテキスタイル領域はＥＣＧ電極として使用される。望ましくは、異
なった電極の配列は、異なった測定位置を得るために使用される。身体の変化する位置で
の測定は、直接の皮膚接触を提供するシート状担体にある電極により実行される。このよ
うなＥＣＧ電極配置の一例は、１の電極としての枕及び他の電極としての足領域であって
も良い。
【００３０】
　センサ配置の第１の例は、胸部の測定を実行するためにベッドシートに組み込まれた多
数のソフトＥＣＧ電極と、生体インピーダンス測定用のソフトセンサとを有する。同じ配
置は、場合によりより小さな接点を用いて、患者の脚の辺りで生体インピーダンス及びＥ
ＣＧ測定のために使用されても良い。最適な接点が“動的に”選択され得るように、（小
さな）接点のマトリクスが理想的である。また、より狭い脚領域で１つの大きなＥＣＧ接
点を有することも可能である。
【００３１】
　センサ配置の第２の例は、やはり、胸部の測定を実行するためにベッドシートに組み込
まれた多数のソフトＥＣＧ電極と、生体インピーダンス測定用のソフトセンサとを有する
。更に、患者は、シャツ及びズボンに組み込まれた接点を至るところに備えた寝間着を着
る。
【００３２】
　センサ配置の第３の例は、誘導測定を実行するためにマットレスに組み込まれたハード
の非接触センサを有する。
【００３３】
　センサ配置の第４の例は、カウンタ電極を有して又は有さずに容量測定を実行するセン
サを有する。センサは、テキスタイル構造体（例えば、ベッドシート。）の形をしたソフ
トセンサとして、あるいは、マットレス、ベッドの枠組み、又は、例えばスリーピングパ
ッドのような媒介装置に組み込まれたハードセンサとして実現されても良い。当然、ソフ
トセンサ及びハードセンサは、測定状況に最も良く合うセンサ配置を得るために、如何な
る構造で組み合わされても良い。
【００３４】
　測定された患者データは、最初のステップで、センサ１２からベッドサイドの多チャン
ネル取得ユニット１３へ送られる。取得ユニット１３は、フロントヘッド１１の一部であ
る。フロントヘッド１１は、フロントエンドソフトウェアを実行するよう構成されたコン
ピュータ１４を有する。フロントエンドソフトウェアは、様々な主だった状態（状況）を
可能にするようにフロントエンド１１を制御する。“スリープ”状態で、フロントエンド
１１は、零電力消費のために停止される。“スタンバイ”状態で、フロントエンド１１は
、患者データや、例えば内部制御信号又はステータス信号などの他の信号を受信して、患
者ステーション１０へ送信する用意がある。“測定準備”状態で、フロントエンド１１は
いつでも測定可能な状態にあり、“測定”状態で、フロントエンド１１は検知データを測
定している。“データ送信”状態で、フロントエンド１１は、患者ステーション１０へデ
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ータを送信する。患者ステーション１０では、データが蓄えられる。更に“好ましくない
信号の検出”のアルゴリズムは、測定された信号品質を試験するためにフロントエンドソ
フトウェアで実施される。データをかんがみて、それは、データへ“優良”／“不良”ラ
ベルを割り当てる。データが“不良”として分類されるならば、それは廃棄されるべきで
あり、新たな測定が行われるべきである。
【００３５】
　センサ１２から取得ユニット１３へ及びフロントエンド１１から患者ステーション１０
へのデータ転送は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）技術及びＴＣＰ／ＩＰデータ転送プ
ロトコルを用いる無線データ通信リンク１５を介して行われる。望ましくは、リンク１５
は、１０メートルまでの範囲内で双方向通信を可能にする。従って、フロントエンド１１
及び患者ステーション１０は両方とも、上述されたようなデータ転送を実行するよう構成
された通信インターフェース１６を有する。代替的に、データ通信リンクは、例えばＵＳ
Ｂ接続により、有線として（部分的に）実施されても良い。
【００３６】
　上述されたような全ての監視手順の間、エラー処理手順が挿入される。この手順では、
全てのエラー処理ステップが記録される。概して、ステップが上手く実行され得ない場合
、数回の反復試行が実行される。エラーが修正され得ないならば、患者及び／又はＧＰ及
び／又は病院は（例えば、患者ステーション１０及び／又はサーバのモニタ上のウィンド
ウを介して）通知される。
【００３７】
　患者ステーション１０のオペレータは、患者自身又は介護人、例えば配偶者若しくは看
護士であっても良い。この人は、簡単のために、以下では患者と称される。患者ステーシ
ョン１０は、患者と患者監視システム１００との間のインターフェースである。また、そ
れは、患者が医療専門家と情報をやり取りする場合にも使用され得る。
【００３８】
　最初の測定手順は以下の通りである。患者がベッドにいない場合、“スリープ”状態が
アクティブにされる。測定手順は、患者がベッドに入る場合に始まる。最初に、患者の体
重が測定される。測定されたデータは、患者ステーション１０によって（例えば、患者ス
テーションのコンピュータ１７で実行される適切なコンピュータプログラムによって）前
回の体重測定と比較される。患者が認識される場合、患者の位置が適切なセンサ１２によ
って検出される。患者の位置に依存して、測定シーケンスは開始される、あるいは開始さ
れない。最後に、音響的フィードバックが患者に与えられる。フィードバックは、眠る前
に患者の位置を最適化するための、患者に対する命令を含む。眠っている間、関連するパ
ラメータが測定されて、患者ステーション１０へ送られる。
【００３９】
　言い換えると、患者ステーション１０は、関連するデータを自動的に記録するよう構成
される。患者ステーション１０は、ベッドに入る患者（トリガ状態）を検出し、データを
記録し、患者がデータを見ることを可能にする。患者は、また、関連するパラメータ（例
えば、栄養摂取。）を管理することを認められる。患者ステーション１０は測定手順全体
を制御する。更に、患者ステーション１０は、患者、ＧＰ又は病院に注意を喚起するよう
自動警告手順を制御する。ＧＰ又は病院への及びサーバステーションへのデータ転送は、
望まれる場合には、患者ステーション１０で自動的に実行される。患者ステーション１０
は、患者へ直接的に投薬アドバイスを与え、それら及びその承認を患者からサーバ及びＧ
Ｐへ報告するよう構成される。患者ステーション／フロントエンド・エレクトロニクス／
ベッドセンサを有するシステムは、（破線によって示される）必要とされる患者、ＧＰ又
は病院からの相互作用を伴わずに自動的に作動する。これら全ての機能を実施するよう、
患者ステーション１０は、コンピュータ１７と、コンピュータ１７で実行されるよう構成
された適切なコンピュータプログラムとを有する。
【００４０】
　患者ステーション１０は、ＰＣ型装置、ラップトップ、ＰＤＡ、（セットトップボック
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スを含む）テレビ受像機などであっても良く、受け取った測定データを記憶するよう構成
されたデータ記憶モジュール１８を有する。更に、患者ステーション１０は、適切な電子
部品（増幅器、フィルタ、マルチプレクサなど。）を有する。患者ステーション１０は、
測定された患者データを解析する解析モジュールを更に有する。コンピュータ１７は、本
実施形態で解析モジュールとして作動するよう構成される。コンピュータ１７は、患者デ
ータを解析する適切なコンピュータプログラムを実行するよう構成される。測定された患
者データの解析及び／又は測定手順の制御及び／又は投薬アドバイス若しくは患者に対す
るアドバイスの発生は患者ステーション１０によって実行される。患者ステーション１０
は、これのために知識ベースシステム１９を使用する。知識ベースシステム１９は知識ベ
ース（図示せず。）を使用する。知識ベースでは、正常範囲が、ＧＰ若しくは病院によっ
て提供される各患者に関して、一般的に又は個々に、全ての関連するパラメータを設定さ
れる（例えば、安静時の脈拍数は７０～９０ｂｐｍである。）。欧州心臓学会によって定
義される標準値がこの目的のために使用されても良い。監視システム１００が正常範囲外
の値を測定するならば、フィードバックが患者へ提供され、且つ／あるいは、ＧＰ又は病
院は通知される。例えば投薬に関するフィードバックの内容は、知識ベースシステム１９
によって提供される。
【００４１】
　患者ステーション１０は、測定された患者データに基づくフィードバック情報を患者へ
与えるよう構成される。更に、患者ステーション１０は、必要に応じて、患者がシステム
１００と情報をやり取りし、且つ／あるいは、システム１００を制御することを可能にす
る。患者ユーザインターフェース２０は、この目的のために設けられる。患者ユーザイン
ターフェース２０は、タッチスクリーン及び／又はＰＤＡ及び／又はラップトップ及び／
又はパーソナルコンピュータ及び／又はテレビ受像機を有する。更に、患者ユーザインタ
ーフェース２０は、例えばスピーカやモニタなどによって、患者へフィードバックを与え
るよう構成される。
【００４２】
　患者ステーション１０は、以下の種類のユーザメッセージを提供するように構成される
。ユーザメッセージには、最適な測定位置に関する暗示、投薬アドバイス、投薬の注意喚
起、ＧＰと連絡を取る助言、警告信号、較正手順のガイダンス、ユーザ／ＧＰ入力の要求
がある。
【００４３】
　患者ステーション１０は、（標準的な測定ルーチンから離れた）以下の（一部随意の）
ユーザ入力を受け入れるよう構成される。ユーザ入力には、較正の間の入力、（確認を伴
う）投薬の変更、一定間隔で記入される質問から生ずる入力（自己評価）、ＧＰ／病院か
らの入力がある。
【００４４】
　患者ステーション１０は、サーバ２１と、ＧＰ／病院ステーション２２と、サービスス
テーション２３（技術又は保守ステーション）とを有する外部ネットワークへ接続可能で
ある。患者ステーション１０からサーバ２１及びＧＰ／病院ステーション２２へのデータ
転送は、ＧＳＭシステム（携帯電話）を用いた通信リンク２４を介して行われる。外部装
置２１、２２、２３は、イーサネット（登録商標）通信リンク２５を用いた（コンピュー
タ）ネットワークにより互いへ接続される。即ち、外部装置間のデータ転送は、ＴＣＰ／
ＩＰデータ転送プロトコルに基づく。患者ステーション１０、サーバ２１、及びＧＰ／病
院ステーション２２は夫々、この目的のためにＧＳＭ通信リンク２６を有する。更に、サ
ーバ２１、ＧＰ／病院ステーション２２、及びサービスステーション２３は夫々、イーサ
ネット（登録商標）通信インターフェース２７を有する。
【００４５】
　患者ステーション１０とサーバ２１との間の通信は、異なったプロトコル、即ち、“定
期データ転送”、“保守データ転送”及び“警告”を有する。日々行われる定期データ転
送の間、測定データは、サーバデータベース２８への記憶及びバックアップのためにサー
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バ２１へ送られる。データは、診断及び／又は評価及び／又はフィードバックのために手
動でトリガーされる場合に、ＧＰ／病院ステーション２２から及び患者ステーション１０
からアクセスされ得る。望ましくは技術者によってトリガーされる保守データ転送の間、
測定手順及び警告トリガー値の変更は、主にソフトウェア更新の場合に、適用される。測
定された患者データの１又はそれ以上が所定の限界値を超える場合に患者ステーションソ
フトウェアによって自動的にトリガーされる警告の間、測定データは、警告の原因と共に
サーバへ送られる。ＧＰ及び／又は病院による警告確認は、また、サーバ２１に記憶され
る。エラーは、上述されたように処理される。
【００４６】
　患者ステーション１０とＧＰ／病院ステーション２２との間の通信は、異なったプロト
コル、即ち、“診察”、“情報”及び“警告”を有する。ＧＰ及び／又は患者によってト
リガーされる診察プロトコルで、双方がサーバデータベース２８にログインする。患者及
び医師は同じデスクトップを見て、（ハンズフリー）電話によって会話する。自動的にト
リガーされる情報プロトコルで、投薬の推奨変更に関する情報がＧＰへ与えられる。確認
は、情報が患者へ送信される前に、ＧＰによって与えられる。この目的のために、ＧＰ／
病院ステーション２２はユーザインターフェース２９を有する。自動的にトリガーされる
警告プロトコルで、測定データ及び警告の原因がサーバ２１及びＧＰステーション２２へ
送られる。ＧＰ／病院ステーション２２による確認は、また、サーバ２１に記憶される。
エラーは、先と同じく、上述されたように処理される。
【００４７】
　全ての患者データはサーバ２１へ送られる。サーバ２１は、ＧＰ／病院ステーション２
２を介して患者データにアクセスし、それを示し、且つ編集するよう、更に、患者ステー
ション１０でデータを示すよう、ウェブベースのインターフェースを提供する。更なるサ
ービスステーション２３は、システム保守及びデータダウンロードを可能にするが、患者
に関するデータの変更を認めない。
【００４８】
　サーバ２１は、以下の機能、即ち、データ管理、データファイリング、制御データアク
セス、バイナリデータ記憶、及びバックアップを提供する。更に、サーバ２１は、患者デ
ータベース２８と、患者データベース２８へのＧＰアクセスのためのウェブインターフェ
ース又はクライアントサーバアプリケーションとを設けることによって、患者管理システ
ムを提供する。更に、患者データの変更が記録される。サーバ２１は、また、自動呼び出
し対応を提供する。即ち、サーバ２１は、同時に入来する呼び出しを処理し、患者ステー
ション１０との自動データ交換を可能にする。
【００４９】
　患者データ及び測定データは、データベース２８に記憶される。データベース２８への
アクセスは、患者ステーション１０及びＧＰ／病院ステーション２２が利用できるように
される。データベース２８及びデータベースソフトウェアは、１つのＧＰのみが任意の時
点で特定の患者を処理することが保証されるように構成されており、従って、医師の複数
診察及び余分の労働を回避する。また、患者データへの全てのアクセスが記憶され得るこ
と及び、データ又は分析が誤って削除され得ないことが保証される。
【００５０】
　サーバ２１上のデータ及び、特にデータベース２８内の患者データは、データ損失に対
して保護される。毎日のバックアップ及び物理的に余剰なデータ記憶が必須である。更に
、データベース２８は、並列ＲＡＩＤシステムに保持され、従って、データ損失の危険性
及びハードディスクドライブ不具合による休止時間を最小限とする。データベース２８の
バックアップは、毎夜一定時点に行われる。データは、少なくとも２４時間は患者ステー
ション１０に記憶され、損失したデータの起こり得る再ロードを可能にする。
【００５１】
　ファイアウォールは、ハッカーの攻撃に対してデータベース２８を保護するためにイン
ストールされる。即ち、アクセスは、患者ステーション１０とＧＰステーション２２との
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通信のために必要なポートを介してしか認められない。更に、接続は、認められた電話番
号のリストに存在する電話番号（即ち、患者ステーション１０及びＧＰステーション２２
の電話番号）を有する装置へしか認められない。これは、可能ならば、適切な内部電気通
信構造によって達成される。アクセスを認める前に（ＣＬＩＰを介して）入来する呼び出
し電話番号の手動確認は、起こり得るエラーを導入する標準的なデータ転送プロトコルの
変更を必要としうる。患者に関するデータを保護するために、更なる測定は、高水準のデ
ータインテグリティ、データセキュリティ、及びデータ保護を提供するために行われる。
【００５２】
　エラー警告は、患者監視システム１００の動作中に起こるエラーを処理するために提供
される。問題が生ずる場合に、適切な人々が、例えば、ＳＭＳ、電子メール、又は電話呼
び出しによって通知される。ＳＭＳ又は電子メールの即時送付が保証され得ない場合、責
任ある人は、深刻な問題の場合に電話によって通知されるべきである。エラー警告を保証
する起こり得るトリガー状態は、患者ステーション１０がデータを測定しなかった状態（
これは、患者ステーション１０がこの情報を渡すようサーバとコンタクトを取ったかどう
かを判断された。）、患者ステーション１０はデータを測定したが、データ転送に失敗し
た状態、患者ステーション１０はデータを測定しようと試みたが、失敗であった状態、患
者へのコンタクトが不可能である状態（これは、全ての患者からの記録をデータベースを
介して送り、確認することによって判断された。）、サーバハードウェアの不具合、デー
タベースのバックアップが不可能である状態、サーバ２１がクラッシュした状態、又はハ
ードディスク不具合である。更に、独立した処理は、サーバ２１がダウンしている場合を
検出するよう定期的にサーバ２１にネットワークの接続を確認するよう、患者ステーショ
ン１０で実行される。
【００５３】
　ＧＰ／病院ステーション２２は以下の機能を提供する。即ち、ＧＰステーションは、評
価のためにサーバ２１に記憶された患者データへのアクセスを可能にする。患者データは
、ＧＰステーション２２を介してしか入力／変更され得ない。警報又は警告の場合に、Ｇ
Ｐ及び患者は、サーバ２１へ接続するよう促される。ＧＰ／病院ステーション２２は、例
えばＰＣ又はラップトップといった、ＧＰユーザインターフェース２９を有する。新しい
患者が加えられるべき場合、新しいデータベース入力はＧＰユーザインターフェース２９
を介して発生しうる。以下のデータ、即ち、警報及び警告の通知、投薬状況の変更通知、
投薬状況の提示、患者データの閲覧／編集、自動診断の承認／拒絶は、ＧＰ／病院ステー
ション２２で照合され得る。
【００５４】
　サービスステーション２３は、データベース管理のために並びにソフトウェア及び手順
管理のために使用される。サービスステーション２３は、以下の機能、即ち、データベー
ス管理タスク、患者データベース照合（例えば、統計値の発生）、サーバ機能確認、（Ｇ
Ｐ／病院ステーション２２への）ソフトウェアの配布を提供する。例えばＰＣ又はラップ
トップの形をとる技術者ユーザインターフェース３０を用いて、以下の動作、即ち、デー
タベースでの全ての匿名入力へのアクセス読み出し（即ち、個人データへのアクセスなし
。）、ソフトウェア管理、及びデータベース管理が実行され得る。
【００５５】
　全てのコンピュータは、ＰＣ型コンピュータとして実施されても良い。しかし、望まし
くは、それらは、小さな、患者に関連する又はベッドに関連する装置に収まるために、小
型のマイクロプロセッサ若しくはマイクロコントローラ、又は、適切な作動環境にある同
様の装置として実施される。
【００５６】
　当業者には明らかなように、本発明は、前出の実施例の詳細に限定されず、本発明は、
その精神又は本質的な特性から逸脱することなく他の特定の形態で具体化され得る。従っ
て、本実施形態は、限定としてではなく、全て例示として考えられるべきであり、本発明
の適用範囲は、先の記載よりもむしろ、添付の特許請求の範囲によって示唆され、従って
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、特許請求の範囲の意義及び均等の範囲の中に含まれる全ての変更は、その中に包含され
るよう意図される。更に、語「有する」は他の要素又はステップを除外しているわけでは
なく、語「１つの」は複数個を除外しているわけではなく、例えばコンピュータシステム
又は他のユニットのような単一の要素は、特許請求の範囲に挙げられた幾つかの手段の機
能を果たしても良いことが明らかである。特許請求の範囲における如何なる参照符号も、
関連する請求項を限定するよう解釈されるべきではない。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】本発明に従う患者監視システムを示す概略のブロック図である。
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